
- 1 -

鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則（※） （会計課取扱い）１

鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年10月14日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第41号

鹿児島県証紙条例施行規則の一部を改正する規則

鹿児島県証紙条例施行規則（昭和39年鹿児島県規則第３号）の一部を次のように改正する。

「
教育職員普通免許状又は教育職員特別免許状の有

効期間更新申請手数料

教育職員普通免許状又は教育職員特別免許状の有

効期間延長申請手数料

教育職員免許状書換え手数料
別表第１中 を

教育職員免許状再交付手数料

更新講習修了確認申請手数料

改正法附則第２条第３項第３号の確認申請手数料

修了確認期限延期申請手数料

免許状更新講習免除認定申請手数料
」

「
教育職員免許状書換え手数料

に改める。
教育職員免許状再交付手数料

」

附 則

この規則は，公布の日から施行する。
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